
2.1 放射性廃棄物等の管理 

2.1.1 放射性固体廃棄物等の管理 

2.1.1.1 概要 

放射性固体廃棄物には，濃縮廃液（セメント固化体，造粒固化体（ペレット，ペレット

固化体）），原子炉内で照射された使用済制御棒，チャンネルボックス等，使用済樹脂*1，フ

ィルタスラッジ*2，その他雑固体廃棄物があり，固体廃棄物貯蔵庫，サイトバンカ，使用済

燃料プール，使用済燃料共用プール，使用済樹脂貯蔵タンク，造粒固化体貯槽等に貯蔵，

または保管する。 

なお，ドラム缶に収納された放射性固体廃棄物，ドラム缶以外の容器に収納された放射

性固体廃棄物，開口部閉止措置を実施した大型廃棄物であるドラム缶等の一部は，固体廃

棄物貯蔵庫外のドラム缶等仮設保管設備に仮置きする。 

事故後に発生した瓦礫等には，瓦礫類，伐採木，使用済保護衣等があり，一時保管エリア

を設定して，一時保管する。 

一時保管エリアには，固体廃棄物貯蔵庫，覆土式一時保管施設，仮設保管設備，伐採木

一時保管槽，屋外の集積場所がある。 

また，放射性固体廃棄物や事故後に発生した瓦礫等の放射性固体廃棄物等については，

必要に応じて減容等を行う。 

＊１：１～６号機，廃棄物集中処理建屋の使用済樹脂（ビーズ状の樹脂） 

＊２：１号機原子炉冷却材浄化系フィルター，１～６号機及び使用済燃料共用プールの原

子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器，使用済燃料プール浄化系ろ過脱塩器，機器ドレンフィルタ

ー，床ドレンフィルターより廃棄されたろ過材とその捕獲されたクラッド 

 

2.1.1.2 基本方針 

放射性固体廃棄物や事故後に発生した瓦礫等の放射性固体廃棄物等については，必要に

応じて減容等を行い，その性状により保管形態を分類して，作業員及び公衆の被ばくを達

成できる限り低減できるようにし，放射性固体廃棄物等が管理施設外へ漏えいすることの

ないよう貯蔵，保管，または一時保管する。 

また，これまでの発生実績や今後の作業工程から発生量を想定し，適切に保管エリアを

確保し管理していくとともに，「放射性固体廃棄物等に関する中長期的な保管計画」に基づ

き，持込抑制等の発生量低減，放射性固体廃棄物等の再使用・リサイクル，減容や保管効

率の向上のための具体的な方策等を検討していく。 

放射性固体廃棄物等は処理・処分を実施するまでの間，保管期間が長期に亘る可能性が

あるため，作業エリアや敷地境界への放射線影響等に配慮し，中長期的には仮設保管設備

等に一時保管している放射性固体廃棄物等を耐震性を有する恒久的な貯蔵設備等での保管

に移行するように計画していく。至近の計画としては，ドラム缶等約 110,000 本相当（約

61,300 m3）を保管できる固体廃棄物貯蔵庫第９棟の平成 28 年度の運用開始を目指して設

置工事を行う。 
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以後の恒久的な貯蔵設備での保管計画については，必要な保管容量を確保するような貯

蔵設備の増設や減容設備等の設置計画を具体化するとともに，個々の設備の仕様が明確に

なった段階で実施計画に反映していくこととする。 

 

 

2.1.1.3 対象となる放射性固体廃棄物等と管理方法 

1～6 号機を含めた発電所敷地内及び臨時の出入管理箇所において発生した放射性固体廃

棄物，事故後に発生した瓦礫等を対象とする。 

(1)区分 

a.放射性固体廃棄物 

濃縮廃液（セメント固化体，造粒固化体（ペレット，ペレット固化体）），原子炉内で照

射された使用済制御棒，チャンネルボックス等，使用済樹脂，フィルタスラッジ，その

他雑固体廃棄物 

b.事故後に発生した瓦礫等 

瓦礫類，伐採木，使用済保護衣等 

 

(2)運用 

放射性固体廃棄物等の種類ごとの貯蔵，保管，または一時保管の措置は以下のとおりで

ある。 

・濃縮廃液（セメント固化体，造粒固化体（ペレット固化体）），その他雑固体廃棄物 

  固体廃棄物貯蔵庫（容器収納，大型廃棄物への開口部閉止措置），ドラム缶等仮設保管

設備（容器収納，大型廃棄物への開口部閉止措置） 

・原子炉内で照射された使用済制御棒，チャンネルボックス等，使用済樹脂，フィルタス

ラッジ，濃縮廃液（造粒固化体（ペレット）） 

  サイトバンカ，使用済燃料プール，使用済燃料共用プール，使用済樹脂貯蔵タンク  

等 

・瓦礫類 

  固体廃棄物貯蔵庫（容器収納，大型瓦礫類への飛散抑制措置），仮設保管設備（容器未

収納）， 覆土式一時保管施設（容器未収納），屋外集積（容器収納，シート等養生，

養生なし） 

・伐採木 

  屋外集積（養生なし），伐採木一時保管槽（容器未収納） 

・使用済保護衣等 

  固体廃棄物貯蔵庫（容器収納，袋詰め），仮設保管設備（容器収納，袋詰め），屋外集

積（容器収納，袋詰め） 

上記の放射性固体廃棄物等について，以下の管理を実施する。 
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a.放射性固体廃棄物 

(a)その他雑固体廃棄物，濃縮廃液（セメント固化体，造粒固化体（ペレット固化体）） 

ⅰ.処理・保管 

ドラム缶等の容器に封入するか，または放射性物質が飛散しないような措置を講じて，

固体廃棄物貯蔵庫に保管する。または，雑固体廃棄物焼却設備で焼却し，焼却灰をドラム

缶等の容器に封入した上で，固体廃棄物貯蔵庫等に保管する。 

 

ⅱ.管理 

(ⅰ)巡視，保管量確認 

固体廃棄物貯蔵庫における放射性固体廃棄物の保管状況を確認するために，定期的に目

視可能な範囲で巡視し，転倒等の異常がないことを確認する。保管量については，事故前

の保管量の推定値を元に，保管物の出入りを確認する。 

(ⅱ)管理上の注意事項の掲示 

固体廃棄物貯蔵庫の目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示する。 

 

(b)原子炉内で照射された使用済制御棒，チャンネルボックス等 

ⅰ.貯蔵保管 

 原子炉内で照射された使用済制御棒，チャンネルボックス等は，使用済燃料プールに貯

蔵もしくはサイトバンカに保管する。または，原子炉内で照射されたチャンネルボックス

等は使用済燃料共用プールに貯蔵する。 

 

ⅱ.管理 

(ⅰ)巡視，貯蔵保管量確認 

サイトバンカにおける原子炉内で照射された使用済制御棒，チャンネルボックス等につ

いて，事故前の保管量の推定値を元に保管物を確認する。 

使用済燃料プールにおける原子炉内で照射された使用済制御棒，チャンネルボックス等

の貯蔵量は，事故前の貯蔵量の推定値を元に，貯蔵物の出入りを確認する。 

また，使用済燃料共用プールにおける原子炉内で照射されたチャンネルボックス等につ

いては，定期的な巡視及び貯蔵量の確認を実施する。 

(ⅱ)管理上の注意事項の掲示 

サイトバンカの目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示する。 

 

(c)使用済樹脂，フィルタスラッジ，濃縮廃液（造粒固化体（ペレット）） 

ⅰ.処理・貯蔵保管 

 使用済樹脂，フィルタスラッジは，使用済樹脂貯蔵タンク等に貯蔵する。または，乾燥

造粒装置で造粒固化し，造粒固化体貯槽または，固体廃棄物貯蔵庫に保管するか雑固体廃

棄物焼却設備で焼却し，焼却灰をドラム缶等の容器に封入した上で，固体廃棄物貯蔵庫に
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保管する。 

また，濃縮廃液（造粒固化体（ペレット））は，造粒固化体貯槽に保管する。 

 

ⅱ.管理 

(ⅰ)巡視，貯蔵保管量確認 

１～４号機廃棄物処理建屋及び廃棄物集中処理建屋設置分は監視設備の故障等により確

認が困難であり，監視はできないが，点検が可能な液体廃棄物処理系または５，６号機の

タンク等について，定期に外観点検または肉厚測定等を行い，漏えいのないことを確認す

ることにより，当該貯蔵設備の状態を間接的に把握する。 

貯蔵量については，事故前の貯蔵量の推定値にて確認する。 

６号機原子炉建屋付属棟の地下を除いた５号機廃棄物処理建屋及び６号機原子炉建屋付

属棟については，使用済樹脂貯蔵タンク等における使用済樹脂及びフィルタスラッジの貯

蔵状況を定期的に監視し，貯蔵量を確認する。 

なお，６号機原子炉建屋付属棟の地下設置分については，滞留水により没水しているた

め監視はできないことから，貯蔵設備に対する滞留水の影響について確認しており（Ⅱ.2.33 

添付資料－３参照），貯蔵量については，事故前の貯蔵量の推定値にて確認する。 

運用補助共用施設については，沈降分離タンクにおけるフィルタスラッジの貯蔵状況を

定期的に監視し，貯蔵量を確認する。 

 

(d)ドラム缶等仮設保管設備におけるその他雑固体廃棄物 

ⅰ.仮置き 

 ドラム缶等を固体廃棄物貯蔵庫外に仮置きする場合は，ドラム缶等仮設保管設備とする。

また，ドラム缶等仮設保管設備に仮置きするドラム缶の仮置き期間は平成 24 年 12 月から

約３年間とし，仮置き後は固体廃棄物貯蔵庫（第１棟～第８棟）へ移動する。 

 

ⅱ.管理 

(ⅰ)区画 

関係者以外がむやみに立ち入らないよう，ドラム缶等仮設保管設備自身または柵等によ

る区画を行い，立ち入りを制限する旨を表示する。 

(ⅱ)巡視，保管量確認 

ドラム缶等仮設保管設備におけるその他雑固体廃棄物の保管状況を確認するために，定

期的にドラム缶等仮設保管設備を巡視するとともに，保管量を確認する。なお，ドラム缶

等の破損等があれば補修等を行う。 

(ⅲ)線量率測定 

作業員の被ばく低減の観点から，ドラム缶等仮設保管設備周辺の空間線量率を定期的に

測定し，測定結果は作業員への注意喚起のため表示する。 

また，ドラム缶等仮設保管設備に仮置きするドラム缶は表面線量率 0.1mSv/h 以下とする。 
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(ⅳ)ドラム缶転倒防止対策 

３段に積み重ねて設置したドラム缶については，転倒防止対策として，最外周の３段目

ドラム缶を固縛及び３段目パレットを連結する。さらに，ドラム缶等仮設保管設備に仮置

きするドラム缶重量は 300kg 以下とする重量管理を実施することにより，パレットの座屈

抑制を図る。 

 

b.事故後に発生した瓦礫等 

(a)瓦礫類 

ⅰ.処理・一時保管 

発電所敷地内において，今回の地震，津波，水素爆発による瓦礫や放射性物質に汚染し

た資機材，除染を目的に回収する土壌等の瓦礫類は，瓦礫類の線量率に応じて，材質によ

り可能な限り分別し，容器に収納して屋外の一時保管エリア，固体廃棄物貯蔵庫，覆土式

一時保管施設，仮設保管設備，または屋外の一時保管エリアに一時保管する。または，雑

固体廃棄物焼却設備で焼却し，焼却灰をドラム缶等の容器に封入した上で，固体廃棄物貯

蔵庫等に保管する。なお，固体廃棄物貯蔵庫に一時保管する瓦礫類のうち，容器に収納で

きない大型瓦礫類は，飛散抑制対策を講じて一時保管する。また，瓦礫類については，可

能なものは切断，圧縮などの減容処理を行い，敷地内で保管するか，または再利用する。 

瓦礫類を回収する際に，アスベスト等の有害物質を確認した場合には法令に則り適切に

対応する。 

発電所敷地内で発生する瓦礫類の処理フローを図２．１．１－１に示す。 

 

ⅱ.飛散抑制対策 

表面線量率が目安値を超える瓦礫類については，飛散抑制対策を実施する。 

目安値は，発電所敷地内の空間線量率を踏まえ，周囲への汚染拡大の影響がない値とし

て設定し，表面線量率が目安値以下の瓦礫類については，周囲の空間線量率と有意な差が

ないことから，飛散抑制対策は実施しない。 

今後，発電所敷地内の空間線量率が変化すれば，それを踏まえ適宜見直す予定である。 

飛散抑制対策としては，容器，仮設保管設備，固体廃棄物貯蔵庫，覆土式一時保管施設

に収納，またはシートによる養生等を実施する。 

 

ⅲ.管理 

(ⅰ)区画 

関係者以外がむやみに立ち入らないよう，一時保管エリアに柵かロープ等により区画を

行い，立ち入りを制限する旨を表示する。 

(ⅱ)線量率測定 

作業員の被ばく低減の観点から，瓦礫類の一時保管エリアの空間線量率を定期的に測定

し，測定結果は作業員への注意喚起のため表示する。 
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(ⅲ)空気中放射性物質濃度測定 

放射線防護の観点から，一時保管エリアにおいて空気中放射性物質濃度を定期的に測定

する。また，空気中放射性物質濃度測定の結果が有意に高くないことにより，飛散抑制対

策が講じられていることを確認する。なお，測定結果が有意に高い場合には，適切な放射

線防護装備を使用するとともに，飛散抑制対策の追加措置等を検討する。 

(ⅳ)遮蔽 

作業員への被ばくや敷地境界線量に影響がある場合は遮蔽を行う。また，中期的には瓦

礫類の表面線量率によって，遮蔽機能を有した建屋等に移動，一時保管すること等により

敷地境界での線量低減を図る。 

(ⅴ)巡視，保管量確認 

一時保管エリアにおける瓦礫類の一時保管状況を確認するために，定期的に一時保管エ

リアを巡視するとともに，一時保管エリアへの保管物の出入りに応じて定期的に保管量を

確認する。なお，瓦礫類の保管量集計においては，一時保管エリアの余裕がどれくらいあ

るかを把握するため，エリア占有率を定期的に確認する。また，保管容量，受入目安の表

面線量率を超えないように保管管理を行う。 

なお，地震や大雨等に起因し，施設の保管状態に異常が認められた場合には，損傷の程

度に応じて，施設の修復や瓦礫類の移動，取り出しを行う。 

一時保管エリアの保管容量，受入目安表面線量率一覧表を表２.１．１－１に示す。 

(ⅵ)覆土式一時保管施設における確認 

覆土式一時保管施設は，遮水シートによる雨水等の浸入防止対策が施されていることを

確認するために，槽内の溜まり水の有無を確認し，溜まり水が確認された場合には回収す

る。 

覆土式一時保管施設における測定ポイント，測定結果表示箇所予定位置図を図２．１．

１－２に示す。 

(ⅶ)高線量の瓦礫類の一時保管における措置 

表面線量率 30mSv/hを超える高線量の瓦礫類を固体廃棄物貯蔵庫の地下階に保管する場

合は可能な限り無人重機を使用する。また，作業員が立ち入る通路等に近い場所には比較

的低線量の瓦礫類を保管する等により，作業員の被ばく低減に努める。 
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表２．１．１－１ 一時保管エリアの保管容量，受入目安表面線量率一覧表 

エリア名称 保管物 保管容量（約ｍ
３
）

受入目安表面線量率
（ｍＳｖ／ｈ）

固体廃棄物貯蔵庫
（第１棟）

瓦礫類 3,600 0.1

固体廃棄物貯蔵庫
（第２棟）

瓦礫類 6,700 5

固体廃棄物貯蔵庫
（第３～第８棟）

瓦礫類 15,000 ＞30

固体廃棄物貯蔵庫第９棟
地下２階

瓦礫類 15,300 ＞30

固体廃棄物貯蔵庫第９棟
地下１階

瓦礫類 15,300 30

固体廃棄物貯蔵庫第９棟
地上１階

瓦礫類 15,300 1

固体廃棄物貯蔵庫第９棟
地上２階

瓦礫類 15,300 0.05

一時保管エリアＡ１ 瓦礫類
※１（ケース１）2,400
　（ケース２）7,000

※１（ケース１）　30
　（ケース２）0.01

一時保管エリアＡ２ 瓦礫類
※１（ケース１）4,700
　（ケース２）12,000

※１（ケース１）　30
　（ケース２）0.005

一時保管エリアＢ 瓦礫類 5,300 0.01

一時保管エリアＣ 瓦礫類 67,000

※２（ケース１）0.05（27,000m3

分），残り0.1

（ケース２）0.025（35,000m3

分），残り0.1

一時保管エリアＤ 瓦礫類 3,000 0.5

一時保管エリアＥ１ 瓦礫類 16,000 1

一時保管エリアＥ２ 瓦礫類 1,800 10

一時保管エリアＦ１ 瓦礫類 650 10

一時保管エリアＦ２ 瓦礫類 7,500 0.1

一時保管エリアＧ 伐採木（枝葉根） 27,000 0.3

一時保管エリアＨ 伐採木（枝葉根・幹根） 15,000 0.3

一時保管エリアＪ 瓦礫類 4,800 0.005

一時保管エリアL 瓦礫類 16,000 30

一時保管エリアＮ 瓦礫類 10,000 0.1

一時保管エリアＯ 瓦礫類 27,500 0.1

一時保管エリアＰ１ 瓦礫類 85,000 0.1

一時保管エリアＰ２ 瓦礫類 9,000 1

一時保管エリアＱ 瓦礫類 6,100 5

一時保管エリアＲ 伐採木（枝葉根） 6,900 0.3

一時保管エリアＳ 伐採木（枝葉根） 11,400 0.3

一時保管エリアＴ 伐採木（枝葉根） 23,100 0.3

一時保管エリアＵ 瓦礫類 750
0.015（310m

3
分），0.020

（110m
3
分），0.028（330m

3
分）

一時保管エリアＶ 伐採木（枝葉根・幹根） 6,000 0.3

一時保管エリアＷ 瓦礫類 29,300 1

※１：高線量の瓦礫類に遮蔽を行って一時保管する場合のケース１と遮蔽を行っていた瓦礫類を他の一時保管

　エリアに移動した後に低線量瓦礫類を一時保管する場合のケース２により運用する。

※２：一時保管エリアＰ１運用開始前の場合のケース１と一時保管エリアＰ１運用開始後の場合のケース２に

　より運用する。

・一時保管エリアＩ，Ｍには，バックグラウンド線量率と同等以下の線量率の低い伐採木（幹根）を保管する。

・一時保管エリアＨ，Ｖの保管容量には伐採木（幹根）は含まれない。  
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※2 目安を判断することができる場合は，表面そのものの測定を実施しないことがある
※3 容器に収納できない大型瓦礫類は，飛散抑制対策を講じて一時保管する
※4 30mSv/h以下の瓦礫類もある
※5 目安値1mSv/h以下の瓦礫類を一時保管する
※6 目安値0.1mSv/h以下の瓦礫類を一時保管する
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※1 目安値は発電所敷地内の空間線量率を踏まえ適時見直し
※2 目安を判断することができる場合は，表面そのものの測定を実施しないことがある
※3 容器に収納できない大型瓦礫類は，飛散抑制対策を講じて一時保管する
※4 30mSv/h以下の瓦礫類もある
※5 目安値1mSv/h以下の瓦礫類を一時保管する
※6 目安値0.1mSv/h以下の瓦礫類を一時保管する
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図２．１．１－１ 発電所敷地内で発生する瓦礫類の処理フロー 
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：空間線量率測定ポイント

：空気中放射性物質濃度測定ポイント

：地下水放射性物質濃度測定ポイント

：空間線量率測定結果表示箇所

出入口

覆土式一時保管施設

一時保管エリアＬ

 

 

図２．１．１－２ 覆土式一時保管施設における測定ポイント，測定結果表示箇所予定位

置図 
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